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①契約の内容に適合した履行及び公正
な取引の秩序を確保する観点から、低入
札基準価格を設定する。

（評価点に差がない場合の落札候補者
の決定方法）
総合評価の結果、評価点に差がなく二者
以上の者が落札者決定基準に該当する
場合は、くじ引きにより決定する。

価格評価点は、予定価格以下の金額で入札を行った者に対して、
次に規定する方法で算出する。

①低入札基準価格と同額で入札を行った者の価格評価点は、最高
点(２５０点)とする。
②予定価格を超える金額で入札を行った者は、失格とする。
③低入札基準価格を超える金額で入札を行った者の価格評価点
は、低入札基準価格を当該入札金額で除して補正率を算出(小数
点３位未満切捨)し、価格評価点の最高点(２５０点)に当該補正率を
乗じて価格評価点を算出(小数点未満切捨)する。
④低入札基準価格に満たない金額で入札を行った者の価格評価
点は、当該入札金額を低入札基準価格で除して補正率を算出(小
数点３位未満切捨)し、価格評価点の最高点(２５０点)に当該補正
率を乗じて価格評価点を算出(小数点未満切捨)し、１５点を差し引
き、価格評価点とする。

市立豊中病院設備管理業務の委託契約に係る総合評価一般競争入札(簡易型）（令和６年１０月１１日公告）評価項目、評価点の配分
評 価 項 目 配　点 評　　　価　　　内　　　容

提出書類 加　　点　　方　　式 履行確認（企画提案内容の担保）方法等
分類 細分類 総点

(1)
研
修
体
制

130

30 ①研修制度等の設置

① 過去１年間の研修実施の有無及び研修内容を評価する。

個別点 項　　　　　目 詳　　　　　　　　　　細
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①過去１年間（令和５年４月１日から令和６年３月３１日までに実施した研修）の研修
実施報告書（様式１）に基づく（ただし、法定研修は評価の対象としないが、様式１に
基づき報告を求める。）実施状況及び研修内容を総合的に評価する。 ＜１５点＞
・個人情報保護に関する研修　　　　 　３点
・従業員対象の接遇・マナー研修　　　３点
・人権研修　　　　　　　　　　　　　　　　　３点
・安全管理研修　　　　　　　　　　  　　　３点
・病院感染対策に関する研修　　 　 　 ３点
企業独自の研修、派遣研修（認定機関への研修派遣）の別は問わない。

①研修実施報告書（様式１）

入札書（開札日に配付）

左記の評価内容の詳細による及び下記記載の価格評価点算出方法の例示を参照

価格評価点算出方法の例示
予定価格　　　　　　￥10,000,000
低入札基準価格　　￥7,500,000

入札参加者　　　　価格評価点
A　￥10,500,000　　(失格）…（予定価格超）
B　 ￥9,000,000　　　208
C　 ￥8,000,000　　　234
D　 ￥7,800,000　　　240
E　 ￥5,000,000　　　151　…（低入札基準価格未満）

②契約期間中の適正な履行を確保するための、研修実施予定状況及び研修内容を
研修実施計画書（様式２－１）に基づき総合的に評価する。（ただし、法定研修は評
価の対象としないが、様式２－１に基づき報告を求める。）
 ＜１５点＞
・個人情報保護に関する研修　　　　　　３点
・従業員対象の接遇・マナー研修　　 　３点
・人権研修　　　　　　　　　　　　　　　　　 ３点
・安全管理研修　　　　　　　　　　　　　　 ３点
・病院感染対策に関する研修　　　　　　３点
企業独自の研修、派遣研修（認定機関への研修派遣）の別は問わない。
当該業務に対する履行期間中の研修の実施を評価するため、研修実施について
は、履行期間の初日から１年以内に終了する研修を対象とする。

① 過去５年間の施設総合管理業務等の業務委託契約の実績を評
価する。

①委託業務履行実績証明書（様式２－
２）

①過去５年間（令和元年４月１日から令和６年３月３１日まで）に履行が完了した、病
院における電気、空調、給排水衛生設備及びその他の設備に係る保守点検業務及
び、中央監視業務の業務委託契約の実績を評価する。
①-1　件数実績　（２１３，０００千円以上（豊中市内に本店を有する者にあっては、１
６０,０００千円以上)＜１５点＞
ア．  ３件以上　→１５点
イ．  ２件　　　→１０点
ウ．  １件　　　→ ５点
①-2　実績のある病院の病床数〈２０点〉
ア．  ５００床以上　　　　　　→２０点
イ．  ３００床以上 ５００床未満　→１５点

②研修実施計画書（様式２-１）

①発注者が発行した委託業務履行実績証明書（様式２－２）により確認を行う。
・評価時のみの確認のため、特に担保は不要。

(2)
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①過去における業務実績
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①研修実施報告書（様式１）及び当該研修の受講修了証と研修レジュメ等により確
認を行う。
　→　受講修了証（修了証等が発行されていない場合は受講者名簿で可）及び研修
レジュメ（市販の冊子等を使用された場合は表紙と目次のみを提出）等を別途添付
してください。（添付がない場合は評価の対象としません）

②研修実施計画書（様式２-１）により確認を行う。
　→　予定している研修レジュメ等を添付してください。
 研修実施計画は仕様書に規定されたものと見做す。

② 契約期間中の適正な履行を確保するための研修計画の有無及
び研修内容を評価する。
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②-1　業務マニュアルの有無及び内容＜２点＞
運用業務マニュアル数（電気設備関係、機械設備関係、その他当該業務関連）
　３つ以上：２点　２つ：１点　１つ：０点
②-2　トラブル対応要領（マニュアル等）の有無＜１点＞
　有：１点　無：０点

②各種業務マニュアルの提出により確認を行う。
トラブル対応要領（マニュアル等）及び所定様式（要領で規定する報告書、指示書及
び結果報告書等）の添付により確認を行う。
　
・トラブル対応要領（マニュアル等）は仕様書に規定されたものと見做す。

①　本業務の業務実施体制図及び当該施設の仕様、作業計画書に基づき、それら
を実施するための業務体制(「配置予定業務責任者等の資格・経験」、「業務従事者
資格一覧表」及び「作業員配置計画書」)の内容
①-1　配置予定業務等の資格・経験の内容を評価する。＜２８点＞
（1）配置予定業務の有資格者の人数
　a．第三種電気主任技術者３名以上：３点
　b．一級ボイラー技士３名以上：３点
  c．二級ボイラー技士５名以上：２点
  d．第二種冷凍機械製造保安責任者５名以上：２点
  e．危険物取扱者（乙種第４類）５名以上：２点
  f．特定高圧ｶﾞｽ取扱主任者（液化酸素）２名以上：１点
　g．第一種電気工事士２名以上：３点
  h.第二種電気工事士５名以上：２点
　i.エネルギー管理士（員）２名以上：２点
　ｊ．建築物環境衛生管理技術者２名以上：３点
　k.消防設備士甲１、２、,３，４種・乙６種夫々２名以上：３点
　l．２級管工事施工管理技士２名以上：２点
①-2業務責任者・副業務責任者・電気主任技術者の各責任者について３００床以上
の病院での設備保守点検業務実績の経験年数を評価する。＜４点＞
・業務責任者・副業務責任者・電気主任技術者の各責任者が、それぞれの立場　で
過去１５年以内の業務において７年以上の経験年数を有する：４点
・業務責任者・副業務責任者・電気主任技術者の各責任者が、それぞれの立場で過
去１５年以内の業務において５年以上の経験年数を有する：３点
・業務責任者・副業務責任者・電気主任技術者の各責任者が、それぞれの立場で過
去１５年以内の業務において４年以上の経験年数を有する：２点

(3)
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35 ①適正な履行を確保するための業務体
制

①当該施設の仕様に基づく、日常警備業務及びその他の委託業
務に係る作業計画表を作成し、それらの作業計画を実施するため
の業務体制（配置予定業務責任者等の資格・経験及び作業員の配
置計画）の内容を評価する。

①-1「業務実施体制図」（任意様式）
①-2「作業計画表」（任意様式）
①-3「配置予定業務責任者等の資格・
経験」（様式３）
①-4「業務従事者資格一覧表」（様式３
－１）
①-5「作業員配置計画書」（任意様式）

①　既雇用者の継続雇用促進に関す
る提案書(様式４)

②各種業務マニュアルの整備状況を評価する。

②「各種業務マニュアル」（任意様式）
　「トラブル対応要領 （マニュアル等）」
（任意様式）
　　要領で規定する報告書、指示書及
び結果報告書等を添付すること。

①既雇用者に対する継続雇用の意思を評価する。＜１０点＞
有　１０点
無　　０点
・詳細については、「既雇用者の継続雇用促進に関する提案書」（様式４）を参照のこ
と。

・既雇用者の継続雇用促進に関する提案書(様式４)、により確認（必要に応じ市のヒ
アリング結果を含む）を行う。
・提案のあった内容は、必要に応じて、労働条件通知書等雇用契約がわかる書類で
確認を行うとともに、市の関係部局によりヒアリングを行う。

２
　
業
務
体
制
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価
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20 ①自主検査体制

①業務ごとの仕様及び作業計画書に基づき、「配置予定業務責任者等の資格・経
験」、「作業員配置計画書」より確認を行う。
作業計画書の作成にあたっては、「作業計画表の作成例」（参考様式２）を参考に、
各企業ごとに作成（Ａ４版）すること。
・「業務実施体制図」、「作業計画表」、「配置予定業務責任者等の資格・経験」、「作
業計画書」は仕様書に規定されたものと見做す。

①自主検査体制規定の整備状況を評価する。

②当該業務における自主検査計画を評価する。

①　既に雇用されている従事者(本業務で評価対象となった新規雇
用予定者以外の者をいう。本項目において「既雇用者」という。)に
対する継続雇用促進に対する提案を評価する。

10 ②既雇用者に対する継続雇用

①自主検査体制に関する規定により確認を行う。
　　自主検査体制の規定は仕様書に規定されたものと見做す。

　
②当該業務における自主検査計画書により確認を行う。
　・マニュアル、体系図、日常点検項目の作成
　・緊急時体制の充実
　・改善へ向けた取組みの充実
　自主検査計画に関する企画提案の内容は仕様書に規定されたものと見做す。

②本業務における自主検査計画書の有無及び内容＜１０点＞
計画書有　　　　５点
具体的な内容（検査の指標となる具体的な項目出しを明示したもの。チェックリスト
の添付等）
良　：　５点　　　　普　：　３点　　　　無　：　０点

②当該業務における自主検査計画書
（任意様式）

①自主検査体制規定等
　（任意様式）

①自主検査体制規定の有無及び内容＜１０点＞
有　５点
自主検査から改善までの体制が整っているか
良　：　５点　　　　普　：　３点　　無　：　０点
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①障害者に対する就労支援事
業への取組み

①職場体験実習等への受入、指定施設等への業務発注
など、障害者の就労支援の取組みにかかる企画内容に
応じて評価する。

③就労困難者の就労支援事業
の取組み

①就労困難者の雇用を実現するための支援体制につい
て提案内容を評価する。

①絶対評価＜１０点＞
→職場体験実習等に参加する障害者予定数１人に対して２点で評価
→職場体験実習等は、５日間以上の期間で１つの事業と見做す。
②相対評価＜７点＞
→就労支援の取組み内容（職場体験実習）の具体性及び実現性に応じて評価する。
→就労支援の取組みの対象を提示し、考え方、事業の内容等を記載する。
③相対評価＜７点＞
→就労支援の取組みの実施体制に関する提案に応じて評価する。
→就労支援事業の実施体制（社内体制、外部機関との連携等）について記載する。
④絶対評価＜４点＞
　指定施設等への発注予定金額に応じて評価

※指定施設とは
・「障害者の雇用の促進等に関する法律（昭和３５年法律第１２３号）第７４条の３第１項に規定する在
宅就業支援団体（大阪府内の団体に限る）
・「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成１７年法律第１２３号）」第
５条第１１項に規定する障害者支援施設（施設入所施設を除く。）、同条第２７項に規定する地域活
動支援センター又は同条第1項に規定する障害福祉サービス事業（同条第７項に規定する生活介
護、同条第１３項に規定する就労移行支援又は同条第１４項に規定する就労継続支援を行う事業に
限る）を行う施設
・大阪府から企業等と障害者の施設等の受発注コーディネート業務に関する委託を受けた法人及
び、参加意思確認公募を経て知的障害者等の就労支援を目的とした清掃業務に関する委託を受け
た法人（一般社団法人エル・チャレンジ福祉事業振興機構、大阪知的障害者雇用促進建物サービス
事業協同組合）

１円以上５０万円未満・・・１点
５０万円以上１００万円未満・・・２点
１００万円以上２００万円未満・・・３点
２００万円以上・・・４点

・障害者に対する就労支援の取組み企画書（様式５）により確認（必要に応じ市のヒアリング
結果を含め）を行う。

（以下、落札者についてのみ確認）
・障害者に対する就労支援の取組み計画（様式：任意）により確認を行う。
→落札候補者決定日以降、本市が指定した日までに、障害者に対する就労支援の取組み計
画書（様式：任意）の提出を求める。指定した日までに提出されない場合は、当該落札候補者
の決定を取り消し、次順位者を落札候補者とする。

・障害者に対する就労支援の取組み内容は、本業務の履行開始日から６か月以内に市担当
課及び支援機関等と協議して完全実施するものとして、仕様書に規定されたものと見做す。
・当該の取組みにおいて、実施前後に参加者名簿等を速やかに届け出なければならない。

②就労困難者の新規雇用
①就労困難者の新規雇用予定者（現場就業は問わな
い。また、就労困難者には就職氷河期時代の学卒者も含
む）数に応じて評価する。

①就労困難者新規雇用予定者数報
告書（様式６－１）
②就労支援機関等との協議報告書
（様式７－１））

①新規雇用予定者数に応じて評価（現場就業を問わない。）＜３０点＞
→雇用予定者数の算出は、１週あたりの労働時間が３０時間以上（常用雇用）で１名
　（１週あたり３０時間を超える部分の端数時間は切り捨てる）とする。
→１週あたりの労働時間が２０時間未満の雇用予定者については、換算の対象としないが、１週あ
たりの労働時間が、２０時間以上３０時間未満の雇用予定者（以下「短時間労働者」という。）につい
ては、複数名を３０時間に換算（換算の結果、３０時間未満の端数時間は切り捨てる）して人数を算
出する。
→１名で５点とする。
→本市に居住する就労困難者の雇用予定者については、雇用予定者１名につき５点を加算する。ま
た、短時間労働者については、本市に居住する複数名の短時間労働者の労働時間数を３０時間に
換算（換算の結果、３０時間未満の端数時間は切り捨てる）して４点を加算する。
→右の注意事項を参照。

※本項目での加点対象となる就労困難者は、右記のその他に記載している豊中市内の就労支援機
関等をはじめとする就労支援機関等に就労の支援(登録・相談)を受けている人が対象となります。
確認が出来ない場合は加点対象にならない場合があります。
※当該入札参加業者が、本業務における他の項目で加点対象となった新規雇用予定者との重複評
価は行わない。また、当該入札参加業者が他の業務で加点対象となった新規雇用予定者との重複
評価は行わない。

※本項目で加点対象となった新規雇用予定者については、最低賃金法第７条に基づく最低賃金の
減額の特例申請は行わないこと。

・就労困難者新規雇用予定者数報告書（様式６－１）により確認（必要に応じ市のヒアリング
結果を含め）を行う。

（以下、落札候補者についてのみ確認）
・就労困難者の新規雇用(トライアル雇用を含む)及び配置は、就労困難者新規雇用予定者
名簿（様式６－２）により確認を行う。
→落札候補者決定日以降、本市が指定した日までに、就労困難者新規雇用予定者名簿
（様式６－２）及び労働条件通知書等の雇用契約がわかる書類の写しの提出を求める。指定
した日までに提出されない場合は、当該落札候補者の決定を取り消し、次順位者を落札候補
者とする。

・就労困難者の新規雇用で提案を受けた雇用予定者数等の内容は、履行開始日までに完全
実施するものとして、仕様書に規定されたものと見做す。
・当該業務において、評価時に就労困難者新規雇用予定者数報告書（様式６－１）で提案し
た雇用予定者に変更（評価点が減少する変更は認めない。）が生じた場合は、その都度、速
やかに届け出なければならない。この場合において、市は必要の都度、ヒアリングを行う。こ
の場合においては、労働条件通知書等の雇用契約がわかる書類の写し等の必要書類もあ
わせて届け出なければならない。

①障害者に対する就労支援の取組
み企画書（様式５）

就労困難者就業支援企画書（様式７
－１）
就労困難者就業支援実施報告書
（様式７－３）

以下の就労困難者について、対象者別に提案内容を項目ごとに加点する。＜上限１２点＞

　中高年者　　　　　　　   ２点
　ひとり親家庭の親　　　１点
　難病患者、がん患者 　１点
　若年者              　  　   １点
　外国人　　　　　　　　 　  １点
　LGBT（性的少数者）　 １点
　刑余者                       １点
　その他配慮が必要な就労困難者　１点

以下の項目への登録の有無
　協力雇用主会への登録  　　   ２点
　認定就労訓練施設への登録　２点
　ユースエール認定　　　　    　  ２点

・就労困難者就業支援企画書（様式７－２）により、具体的な支援内容の確認（必要に応じ市
のヒアリング結果を含む）を行う。

・就労支援の取組み内容は、当該業務の履行開始日から６か月以内に市担当課及び
　支援機関等と協議し体制を整備することで、仕様書に規定されたものと見做す。

④障害者の雇用率

①常用雇用労働者数が、４０．０人以上（令和５年６月１日
までは４３．５人以上）の事業者
障害者雇用状況報告書（公共職業安定所）にて、「令和４
年から令和６年までの各６月１日現在」における障害者雇
用率の３年間の平均値（小数点２位未満四捨五入）を評
価する。
②常用雇用労働者数が４０．０人未満（令和５年６月１日
までは４３．５人未満）の事業者
障害者雇用状況報告書（様式６－１－１）にて「令和４年
から令和６年までの各６月１日現在」における障害者雇用
率の３年間の平均値（小数点２位未満四捨五入）を評価
する。

①障害者雇用状況報告書（公共職
業安定所）（令和４年から令和６年の
３か年分）
②障害者雇用状況報告書（様式６－
１－１）（令和４年から令和６年の３か
年分）
　下記の※の注意事項を参照のこと

①②障害者雇用の実績を評価する観点から、雇用率は未達成であるが令和６年障害者雇用状況集
計結果（厚生労働省調べ）における実雇用率２．３０％以上（小数点２位未満四捨五入）を配点対象
に加え、障害者雇用の実態を評価する。 ＜２０点＞
※障害者雇用状況報告書が未提出の場合における当該年の障害者雇用率は０％と見做す。
※平均雇用率が２．３０％以上２．５０％未満の場合は、評価は２点とする。２．３０％未満の場合は０
点とする。
※法定雇用率２．５０％の場合は評価は６点とする。
※２．５０％超は０．５％増加ごとに２点加算し、６．００％以上は２０点とする。
※法定雇用率が障害者雇用の指標となっていることから、雇用者数は加点対象としな
　い。

①障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則第８条で規定する障害者雇用状況報告書
（公共職業安定所）（令和４年から令和６年までの各６月１日現在のもの）により確認を行う。
②障害者雇用状況報告書（様式６－１－１）（令和４年から令和６年までの各６月１日現在の
もの）により確認を行う。

・評価時のみの確認のため、特に担保は不要。



 

総点 個別点

4

2

4

5

5

加　　点　　方　　式

①脱炭素に向けた取組み

①入札参加者の脱炭素に向けた取組みを評価
する。

（評価項目）
　1.脱炭素に向けた方針の策定等
　2.再生可能エネルギー導入の推進

①豊中市内における女性の活躍推進を促すこと
を目的に、「女性活躍推進事業者」として認証を
評価する。

①環境への配慮の取組み状況報告書
（様式９）
①-1：脱炭素宣言の内容がわかるもの
の写し、策定した計画やマニュアルの
写し
①-2：ZEBの認証を証明するものの写
し、電力事業者との契約書写し、自家
発電機器の設置を証明するもの、企業
グループの電力調達のスキーム図

①男女共同参画への配慮（様式
８）
①-1 厚生労働大臣(労働局）に届
出した書類で受付印が押してある
ものの写し、または基準適合一般
事業主認定通知書の写し

女性の職業生活における活躍の推進に関する
法律に基づく、「一般事業主行動計画」の策定
又は認定を評価する。

①-2女性の活躍推進への取
組み(豊中市）

詳　　　　　　　　　　細

下記の取組みを行っていれば加点する＜４点＞

・常時雇用する労働者数が１０１人以上の企業
 「次世代育成支援対策推進法」第１３条の規定に基づく認定（くるみんマークの認定）を受け
ている。

・常時雇用する労働者数が１００人以下の企業
 「次世代育成支援対策推進法」第１２条の規定に基づき、一般事業主行動計画を策定し、厚
生労働大臣(労働局）にその旨を届け出ている。

評 価 項 目 配　点 評　　　価　　　内　　　容
提出書類

下記の取組みを行っていれば加点する＜２点＞

・豊中市女性活躍推進事業者認証を受けている。

・提出された書面及び写しにより確認を行う。
・評価時のみの確認のため、特に担保は不要。

履行確認（企画提案内容の担保）方法等
分類 細分類 項　　　　　目

 
⑵
男
女
共
同
参
画
へ
の
配
慮
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①-1女性の活躍推進への取
組み

下記の取組みを行っていれば加点する。＜５点＞

　・社内指針や通達文書、社内報等において、グリーン購入やグリーン契約、ごみの分別や
削減に関する呼びかけを行っている。　  ２点

　・次世代自動車の導入台数が０台　　　　０点
　・次世代自動車の導入台数が２５％未満　１点
　・次世代自動車の導入台数が５０％未満　２点
　・次世代自動車の導入台数が５０％以上　３点

下記の取組みを行っていれば加点する＜４点＞

　・常時雇用する労働者数が１０１人以上の企業
　　「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」第９条の規定に基づく認定（えるぼ
し認定）を受けている。
　
  ・常時雇用する労働者数が１００人以下の企業
　　「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」第８条の規定に基づき、一般事業
主行動計画を策定し、厚生労働大臣(労働局）にその旨を届け出ている。

・提出された書面又は写しにより確認を行う。
・評価時のみの確認のため、特に担保は不要。

②仕事と子育ての両立への
取組み

②次世代育成支援対策推進法に基づく、従業
員の仕事と子育てに関する「一般事業主行動計
画」の策定又は認定を評価する。

②男女共同参画への配慮（様式
８）
②-1 厚生労働大臣(労働局）に届
出した書類で、受付印が押してあ
るものの写し又は基準適合一般事
業主認定通知書の写し

・提出された書面及び写しにより確認を行う。
・評価時のみの確認のため、特に担保は不要。

①男女共同参画への配慮
　（様式８）
①-1 豊中市女性活躍推進事業者
認証証の写し

①環境への配慮の取組み状況報
告書（様式９）
①-1：社内指針や通達文書など写
し
①-2：社内指針や通達文書、社内
報(取組みを周知・啓発しているも
の)など写し
①-3：車両購入契約書、車両リー
ス契約書、車検証の写し

３
　
公
共
性
評
価 ①-1：下記の取組みを行っていれば加点する。＜２点＞

・ゼロカーボン宣言、脱炭素経営宣言、デコ活宣言などの脱炭素宣言を行っている：１点
・脱炭素に取り組むための計画やマニュアルなどを策定している：１点

①-2：下記の取組みを行っていれば加点する。　＜最大３点＞
　・「ZEB、Nearly　ZEB、ZEB　Ready、ZEB　Oriented」のいずれかの認定を受けている建築物
を自社で所有している：２点
　・再生可能エネルギー比率の高い電力事業者との契約：１点
　・自家発電システム（太陽光発電、ガス発電（燃料電池システム）、風力発電装置のいずれ
か）の設置：１点
　・企業グループ間での電力調達：１点

・提出された書類、写しなどで確認する。
ZEBの認証及び自家発電システム等については、入札参加者名義のものか
確認する。
・評価時のみの確認のため、特に担保は不要。

①事業者の環境配慮にかかる率先行動を評価
する。

（評価項目）
　1.グリーン購入やグリーン契約による物品や役
務の調達
　2.事業者内部の環境配慮にかかる取組みの
実施(分別の徹底、プラスチックごみの削減、プ
ラスチック代替素材・バイオマス素材の活用な
ど)
　3.次世代自動車（燃料電池自動車・電気自動
車・天然ガス自動車・ハイブリット自動車・プラグ
インハイブリッド自動車・クリーンディーゼル自動
車）の導入

(3)
環
境
へ
の
配
慮
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②環境配慮率先行動の
　取組み

・上記の提出書類により確認を行う。
・評価時のみの確認のため、特に担保は不要。

市立豊中病院設備管理業務の委託契約に係る総合評価一般競争入札(簡易型）（令和６年１０月１１日公告）評価項目、評価点の配分



総点 個別点
加　　点　　方　　式

詳　　　　　　　　　　細

評 価 項 目 配　点 評　　　価　　　内　　　容
提出書類 履行確認（企画提案内容の担保）方法等

分類 細分類 項　　　　　目

市立豊中病院設備管理業務の委託契約に係る総合評価一般競争入札(簡易型）（令和６年１０月１１日公告）評価項目、評価点の配分

10 10

-20

-25

-5

500 　

（評価点に差がない場合の落札候補者の決定方法）

＊総合評価の結果、評価点に差がなく二者以上の者が落札者決定基準に該当する場合は、くじ引きにより落札候補者を決定する。

①-1 報告書の内容に基づき、災害時、又は公共交通機関が停止した場合等
において、契約業務を適正に執行するため、交通手段の確保や代替人員、
資機材の確保等、緊急時に業務を適正に執行するための社内体制が確保さ
れている か、その有効性・実現性を確認するため事業継続計画（ＢＣＰ）等の
策定状況を確認するとともに根拠資料の提出を求める。また、必要に応じて
市のヒアリングを行う。

①-2 報告書の内容に基づき、社屋・営業所の耐震性、災害時の帰宅困難者
を留め置くための場所の確保や物資の備蓄など、防災・減災に取り組んでい
る内容を確認する。また、必要に応じて市のヒアリングを行う。
・提出された書面又は写しなどにより確認を行う。

３
　
公
共
性
評
価

(4)
災
害
時
の
業
務
体
制

①災害時における業務の
  執行体制

①-1 災害時等に契約業務を適正に執行する
　　 ための交通手段や人員確保等の社内体
　　 制、災害時の事業継続計画（ＢＣＰ）
　　 等緊急時の対応マニュアル策定状況や
　　 その内容を評価する。
①-2 社屋や営業所の耐震性、災害時の帰宅
     困難者を留め置くための場所の確保や
     物資の備蓄など、防災・減災に取り組
     んでいる事項を評価する。

①-1 災害時等の業務執行体 制
提案書（様式１０）
①-2 防災・減災に関する取り組み
事項報告書（様式１１）

①-1 災害時、又は公共交通機関が停止した場合等において、契約業務を適 正に執行する
ため、交通手段の確保や代替人員の確保等、緊急時に業務を適正に執行するための社内
体制の整備状況、災害時における事業継続計画（ＢＣＰ）等緊急時の対応マニュアルの策定
状況やその内容を評価する。＜５点＞

①-2 事業者として、災害時に社会的責任を果たせるよう準備をしているか、また、その内容
を評価する。＜５点＞
・提出された書面又は写しなどにより確認を行う。

４
　
公
告
日
か
ら
過
去
３
年
以
内
の
処
分
歴
等

減
点
評
価

―

①入札参加停止又は入札
　参加除外措置の有無

公告日から過去３年以内に本市又は他行政省
庁（国を含む。）から入札参加停止又は入札参
加除外措置を受けたことがある場合に、減点評
価する。

合　　　計

①入札参加停止措置等状況
　調書（様式１２）
②過去の処分歴等報告書
（措置の内容、期間及び終期がわ
かる書類）

③書面での警告の有無

公告日から過去３年以内に本市から不正又は
不誠実な行為等を理由として、豊中市入札参加
停止基準第８条の規定による書面での警告を受
けたことがある場合に、減点評価する。

①入札参加停止措置等状況調書
（様式１２）
②過去の処分歴等報告書（措置の
内容、期間及び終期がわかる書
類）
③書面による警告の写し

対象期間：公告日から過去３年以内（令和３年１０月１２日から令和６年１０月１１日まで）
対象となる処分：本市から契約解除を受けたことがある。（２５点減点）
※契約解除日が１年以上前の場合は、当該算定結果に０.５を乗ずる。
※過去の履行契約において契約解除を受けたことがある場合…配点×１００％

・提出された書面などで確認する。
・評価時のみの確認のため、特に担保は不要。

対象期間：公告日から過去３年以内（令和３年１０月１２日から令和６年１０月１１日まで）
対象となる処分：過去の履行契約において不正又は不誠実な行為等を理由に文書により警
告を受けたことがある場合…配点×５０％×件数
※文書による警告を受けた日が１年以上前の場合は、当該算定結果に０.５を乗ずる.。

・提出された書面などで確認する。
・評価時のみの確認のため、特に担保は不要。

対象期間：公告日から過去３年以内（令和３年１０月１２日から令和６年１０月１１日まで）
対象となる処分：入札参加停止又は入札参加除外措置（以下「参加停止等」）を受けたことが
ある。（２０点減点）
※参加停止等の期間の終期が１年以上前の場合は、当該算定結果に０.５を乗ずる。
※参加停止等を受けていない場合…配点×０％
※参加停止等の期間が６カ月未満の場合…配点×５０％
※参加停止等の期間が６カ月以上の場合…配点×１００％

・提出された書面などで確認する。
・評価時のみの確認のため、特に担保は不要。

②契約解除の有無
公告日から過去３年以内に本市から契約解除を
受けたことがある場合に、減点評価する。

①入札参加停止措置等状況
　調書（様式１２）
②過去の処分歴等報告書（措置の
内容、期間及び終
　期がわかる書類）
③契約解除通知書の写し


